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児
童
手
当
制
度
の
ご
案
内

　
児
童
手
当
制
度
は
、
児
童
を

養
育
し
て
い
る
人
に
手
当
を
支

給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
庭
に

お
け
る
生
活
の
安
定
に
寄
与
す

る
と
と
も
に
、
次
代
の
社
会
を

担
う
児
童
の
健
全
な
育
成
及
び

資
質
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

支
給
対
象

　
児
童
が
生
ま
れ
た
日
の
翌
月

か
ら
12
歳
到
達
後
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
を

養
育
し
て
い
る
人
に
支
給
さ
れ

ま
す
。

支
給
額
（
月
額
）

３
歳
未
満
　
一
律
１
万
円

３
歳
以
上

・
最
初
の
子
ど
も
　
　
５
千
円

・
２
人
目
の
子
ど
も
　
５
千
円

・
３
人
目
以
降
の
子
ど
も
　
１
万
円

● 

申
請
日
の
翌
月
分
か
ら
支
給

さ
れ
ま
す
。
申
請
が
遅
れ
る

と
、
遅
れ
た
月
分
の
手
当
が

受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

● 

所
得
が
一
定
額
以
上
の
場

合
、
児
童
手
当
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。

● 

公
務
員
（
独
立
行
政
法
人
職

員
、
派
遣
・
出
向
職
員
を
除

く
）
の
人
は
、
所
属
庁
へ
お

尋
ね
く
だ
さ
い
。

所
得
制
限
に
よ
り

　
現
在
児
童
手
当
を

　
　
受
給
し
て
い
な
い
人
へ

　
児
童
手
当
は
、
６
月
か
ら
翌

年
５
月
ま
で
を
１
年
間
と
し
て

認
定
し
て
お
り
、
毎
年
６
月
分

か
ら
、
判
定
す
る
所
得
の
年
が

変
わ
り
ま
す
。
６
月
か
ら
は
平

成
20
年
分
の
所
得
で
判
定
し
ま

す
。

　
現
在
、
小
学
校
６
年
生
ま
で

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
で
、

平
成
19
年
分
の
所
得
が
限
度
額

を
上
回
っ
て
い
た
た
め
に
児
童

手
当
の
受
給
が
で
き
な
か
っ
た

人
は
、
平
成
20
年
分
の
所
得
状

況
等
の
要
件
を
満
た
せ
ば
６
月

分
か
ら
児
童
手
当
が
支
給
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
５

月
中
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
児
童
手
当
の
所
得
制
限
額
、

申
請
方
法
等
、
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る

人
は
、「
現
況
届
」
の
提
出
が

必
要
で
す

　
現
在
児
童
手
当
を
受
給
中
の

人
は
、
毎
年
６
月
中
に
「
現
況

届
」
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
こ
の
届
は
、
毎
年
６
月
１
日

に
お
け
る
状
況
を
記
載
し
、
児

童
手
当
を
引
き
続
き
受
け
る
要

件
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す

る
も
の
で
す
。

　
現
況
届
が
未
提
出
の
場
合
は

６
月
分
以
降
の
手
当
を
受
け
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
該
当
者
に
は
６
月
初
旬
に
現

況
届
の
用
紙
を
郵
送
し
ま
す
。

民
生
課

820
‐
５
６
３
５

　
70
歳
か
ら
74
歳
の
人
の
う

ち
、
医
療
費
の
窓
口
負
担
が
１

割
の
人
に
つ
い
て
は
、
平
成
21

年
４
月
か
ら
は
負
担
割
合
が
２

割
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
度

制
度
改
正
が
あ
り
、
平
成
22
年

３
月
ま
で
の
１
年
間
は
、
医
療

費
の
窓
口
負
担
が
１
割
に
据
え

置
か
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
制
度
改
正
に
伴
い
、
高

齢
受
給
証
を
お
持
ち
の
人
の
う

ち
、
一
部
負
担
金
の
割
合
の
欄

が
「
２
割
（
平
成
21
年
３
月
31

日
ま
で
は
１
割
）」
と
記
載
さ

れ
て
い
る
人
に
つ
い
て
は
、
３

月
下
旬
に
新
し
い
高
齢
受
給
者

証
（「
２
割
（
平
成
21
年
７
月

31
日
ま
で
は
１
割
）」
と
記
載

さ
れ
た
も
の
）
を
郵
送
し
て
い

ま
す
の
で
、ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
高
齢
受
給
者
証
の
有

効
期
限
は
平
成
21
年
７
月
31
日

（
た
だ
し
、
平
成
21
年
７
月
31

日
ま
で
に
75
歳
に
な
る
人
に
つ

い
て
は
、
誕
生
日
の
前
日
が
有

効
期
限
）
ま
で
で
、
新
し
い
受

給
者
証
は
７
月
末
頃
に
郵
送
し

ま
す
。

※ 

現
役
並
み
の
所
得
が
あ
る
世

帯
の
人
の
自
己
負
担
割
合

（
３
割
負
担
）
は
変
更
あ
り

ま
せ
ん
。

住
民
課
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

820
‐
５
６
０
４

制
度
改
正
に
伴
う

　
国
民
健
康
保
険

　
　
高
齢
受
給
者
証
の

　
　
　
差
替
え
に
つ
い
て
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実施日 開始時間 場　　所
13日（水）

９:30
東部地域健康センター

21日（木） 中央ふれあい館
6月10日（水） 東部地域健康センター

時 所 内 対 定 ￥ 申 HP問とき ところ 内容 対象 定員 料金 申込み 問合せ先 ホームページ

！
お

し
えてー！

！
お

し
えてー！

！
お

し
えてー！

介護保険のしくみ

長
寿
医
療（
後
期
高
齢
者
医
療
）

　
保
険
料
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か

　
長
寿
医
療
（
後
期
高
齢
者
医

療
）
制
度
の
保
険
料
は
、
皆
さ

ん
が
病
気
や
ケ
ガ
を
し
た
と
き

の
医
療
費
な
ど
の
支
払
い
に
充

て
る
大
切
な
お
金
と
な
っ
て
い

ま
す
。
原
則
年
金
天
引
き
（
特

別
徴
収
）
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

納
付
書
（
普
通
徴
収
）
で
納
付

す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
保
険
料
に
未
納
が
あ
る
人
に

は
督
促
状
や
催
告
書
を
発
送
し

て
い
ま
す
の
で
、
早
め
に
納
め

て
く
だ
さ
い
。

　
納
付
書
で
保
険
料
を
納
め
る

人
は
、
便
利
で
確
実
な
口
座
振

替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

住
民
課
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

820
‐
５
６
０
４

　介護保険に関するよくある質問に対
してお答えします。

Ｑ　お尋ねします…
　腰を骨折して、布団から起きあがる
のが難しくなりました。介護用ベッド
を借りたいのですが。

Ａ　お答えします…
　介護保険のサービスで特殊寝台（介
護用ベッド）を借りるには、介護認定
を受け、ケアマネジャーに介護（予防）
サービス計画（ケアプラン）を作成し
てもらう必要があります。
　ただし、要支援１・２、要介護１の
人は、一定の要件がある人を除き、特
殊寝台を借りることはできません。
　詳しくは、福祉課、または、担当の
ケアマネジャーにご相談ください。

福祉課高齢者福祉グループ
820 ‐ ５６０５

子育て支援センター
　　　エンゼル通信
●子育て支援センターの主な予定

※ 毎月の予定表は子育て支援センター、各公民館、図書館な
どに置いてあります。気軽にお問い合わせください。

●おひさまルーム（上記以外の日程の９：30 〜 11：30）
～子育て仲間の出会いの場・親子でゆったり遊べる場～
＊ どの時間からでも自由に参加できます。ご都合に合わせて

ご利用ください。
＊ 親子やお友達と一緒に好きなおもちゃで遊びます。育児相

談も受け付けます。
＊ ０歳からのふれあい遊びや絵本の読み聞かせ、うさぎちゃ

ん体操もお楽しみのひとつです。

●パステルルーム
　地域での活動拠点としてご利用いただけます。育児相談、
家庭で楽しめる遊びの紹介をしています。

●�ふわふわベビー・にこにこベビー・とことこエンゼル・
わくわくキッズ

＊年齢制限のある事業です。確かめてお越しください。
＊兄弟姉妹の参加は上のお子さんに合わせてご参加ください。
＊ 月〜金曜日の13：00〜17：00は電話相談・個別相談（要予約）・

訪問相談（要予約）を受付ています。
※行事はいずれも 11：30 に終了予定です。

親子で楽しく遊び、子育て仲間と交流し、学びあいながらゆとり
ある子育てができるよう応援しています。親子はもちろんのこと、
孫育て中のおじいちゃん、おばあちゃんもぜひご利用ください。

子育て支援センター・ファミリーサポートセンター
（西部地域健康センター内）　℡ 820-5502　Fax820-5504
開設日時（※年末年始、お盆、祝日除）：月〜金曜日９：30 〜 17：00

〈子育て相談（要予約）月〜金曜日　13：00 〜 17：00〉

実施日 開始時間 行事（講師・敬称略）

11日（月） ９:30 ふわふわベビー・にこにこベビー
( リトミック ) ０歳〜 1 歳 5 ヵ月

15日（金） ９:30 わくわくキッズ（2 歳 6 ヵ月以上）
19日（火） 10:30 子育て懇談会（金澤綾子）
22日（金） 10:30 親子の関わり懇談会（福田宏子）

6月3日（水） ９:30 ふわふわベビー（11 ヵ月まで）

6月8日（月） ９:30 とことこエンゼル 1 歳〜 2 歳 5 ヵ
月 ( リトミック )


